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議案第５４号 

 

 

さぬき市市長等の給料の特例に関する条例の制定について 

 

 

 さぬき市市長等の給料の特例に関する条例を別紙のとおり制定することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議

会の議決を求める。 

 

 

平成２５年９月６日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市市長等の給料の特例に関する条例 

 

（市長及び副市長の給料の特例） 

第１条 市長及び副市長の受ける給料月額は、平成２５年１０月１日から平成３０

年３月３１日までの間においては、さぬき市市長等の給与及び旅費に関する条例

（平成１４年さぬき市条例第４４号）第３条の規定にかかわらず、同条第１号又

は第２号に定める給料月額から当該額に次の各号に掲げる区分に応じて当該各号

に定める割合を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算定基

礎となる給料月額については、この限りでない。 

(1) 市長 １００分の１０ 

(2) 副市長 １００分の８ 

（教育長の給料の特例） 

第２条 教育長の受ける給料月額は、平成２５年１０月１日から平成３０年３月３

１日までの間においては、さぬき市教育長の給与、旅費及び勤務時間等に関する

条例（平成１４年さぬき市条例第４５号）第３条の規定にかかわらず、同条に規

定する給料月額から当該額に１００分の７を乗じて得た額を減じて得た額とする。

ただし、手当の額の算定基礎となる給料月額については、この限りでない。 

（職員の給料の特例） 

第３条 さぬき市一般職の職員の給与に関する条例（平成１４年さぬき市条例第４

６号。以下「職員給与条例」という。）の適用を受ける職員（職員給与条例第４条

第１項第２号に規定する医療職給料表の適用を受ける職員を除く。以下「職員」

という。）のうち、職員給与条例第４条第１項第１号に規定する行政職給料表（以

下「行政職給料表」という。）の職務の級７級及び８級の職員の受ける給料月額と

さぬき市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成１８年さ

ぬき市条例第１４号。以下「平成１８年改正職員給与条例」という。）附則第６項

から第８項までの規定による給料（以下「差額給料」という。）の額との合計額は、

平成２５年１０月１日から平成３０年３月３１日までの間においては、職員給与

条例第４条及び第５条並びに平成１８年改正職員給与条例附則第６項から第８項

までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から当該額に１００

分の５を乗じて得た額を減じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、

これを切り捨てた額）とする。ただし、手当の額の算定基礎となる給料月額と差

額給料の額との合計額については、この限りでない。 

第４条 職員のうち、職員給与条例第２１条第１項に規定する管理職手当の支給を

受ける職員（前条の規定の適用を受ける職員を除く。）の受ける給料月額と差額給

料の額との合計額は、平成２５年１０月１日から平成３０年３月３１日までの間

においては、職員給与条例第４条及び第５条並びに平成１８年改正職員給与条例
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附則第６項から第８項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる

額から当該額に１００分の４を乗じて得た額を減じて得た額（その額に１円未満

の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。ただし、手当の額の算定基

礎となる給料月額と差額給料の額との合計額については、この限りでない。 

第５条 職員（第３条又は前条の規定の適用を受ける職員を除く。）の受ける給料月

額と差額給料の額との合計額は、平成２５年１０月１日から平成３０年３月３１

日までの間においては、職員給与条例第４条及び第５条並びに平成１８年改正職

員給与条例附則第６項から第８項までの規定にかかわらず、これらの規定により

定められる額から当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定め

る割合を乗じて得た額を減じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、

これを切り捨てた額）とする。ただし、手当の額の算定基礎となる給料月額と差

額給料の額との合計額については、この限りでない。 

(1) 行政職給料表の職務の級３級以上５級以下の職員 １００分の２ 

(2) 行政職給料表の職務の級１級及び２級の職員 １００分の１ 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２５年１０月１日から施行する。 

 （この条例の失効） 

２ この条例は、平成３０年３月３１日限り、その効力を失う。 
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議案第５５号 

 

 

さぬき市税条例の一部改正について 

 

 

さぬき市税条例の一部を別紙のとおり改正することについて、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

   平成２５年９月６日提出 

 

                      さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市税条例の一部を改正する条例 

 

さぬき市税条例（平成１４年さぬき市条例第５３号）の一部を次のように改正す

る。 

第３４条の７第２項中「第３１４条の７第２項」の次に「（法附則第５条の６第

２項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）」を加える。 

附則第３条の２中「、第５２条」を削り、「延滞金の」の次に「年１４.６パーセ

ントの割合及び」を加え、「各年の前年の１１月３０日を経過する時における日本

銀行法（平成９年法律第８９号）第１５条第１項第１号の規定により定められる商

業手形の基準割引率に年４パーセントの割合を加算した割合をいう」を「当該年の

前年に租税特別措置法第９３条第２項の規定により告示された割合に年１パーセン

トの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ」に、「その年中におい

ては、当該特例基準割合（当該割合に０.１パーセント未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てる。」を「その年（以下この条において「特例基準割合適用年」とい

う。）中においては、年１４.６パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用

年における特例基準割合に年７.３パーセントの割合を加算した割合とし、年７.３

パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した

割合（当該加算した割合が年７.３パーセントの割合を超える場合には、年７.３パ

ーセントの割合」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 当分の間、第５２条に規定する延滞金の年７.３パーセントの割合は、同条の規

定にかかわらず、特例基準割合適用年中においては、当該特例基準割合適用年に

おける特例基準割合とする。 

附則第４条第１項中「日本銀行法」の次に「（平成９年法律第８９号）」を、「前

日までの期間（」の次に「当該期間内に前条第２項の規定により第５２条に規定す

る延滞金の割合を同項に規定する特例基準割合とする年に含まれる期間がある場合

には、当該期間を除く。」を加え、「到来する場合には、」を「到来する場合にお

ける」に、「前条」を「前条第２項」に改める。 

附則第４条の２中「第９項」を「第１０項」に改める。 

附則第７条の３の２第１項中「平成３５年度」を「平成３９年度」に、「平成２

５年」を「平成２９年」に、「附則第５条の４の２第５項」を「附則第５条の４の

２第６項（同条第９項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）」に改め

る。 

附則第７条の４中「附則第５条の５第２項」の次に「（法附則第５条の６第２項

の規定により読み替えて適用される場合を含む。）」を加える。 

附則第１７条の２第３項中「又は第３７条の９の２から第３７条の９の５まで」

を「、第３７条の９の４又は第３７条の９の５」に改める。 
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附則第２２条の２に見出しとして「（東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地

に係る譲渡期限の延長等の特例）」を付し、同条第１項を次のように改める。 

その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災（平成２

３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の

事故による災害をいう。次項において同じ。）により滅失（東日本大震災の被災

者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成２３年法律第２９号。以

下この条及び次条において「震災特例法」という。）第１１条の６第１項に規定

する滅失をいう。以下この項及び次項において同じ。）をしたことによってその

居住の用に供することができなくなった所得割の納税義務者が、当該滅失をした

当該家屋の敷地の用に供されていた土地等（同条第１項に規定する土地等をいう。

次項において同じ。）の譲渡（震災特例法第１１条の４第６項に規定する譲渡を

いう。次項において同じ。）をした場合には、次の表の左欄に掲げる規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句として、附則第１７条、

附則第１７条の２、附則第１７条の３又は附則第１８条の規定を適用する。 

附則第１７条第１項 第３５条第１項 第３５条第１項（東日本大

震災の被災者等に係る国税

関係法律の臨時特例に関

する法律（平成２３年法律

第２９号）第１１条の６第

１項の規定により適用され

る場合を含む。） 

同法第３１条第１項 租税特別措置法第３１条

第１項 

附則第１７条の２第３項 第３５条の２まで、第３６

条の２、第３６条の５ 

第３４条の３まで、第３５

条（東日本大震災の被災者

等に係る国税関係法律の臨

時特例に関する法律第１１

条の６第１項の規定により

適用される場合を含む。）、

第３５条の２、第３６条の

２若しくは第３６条の５

（これらの規定が東日本大

震災の被災者等に係る国税

関係法律の臨時特例に関

する法律第１１条の６第１

項の規定により適用される
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場合を含む。） 

附則第１７条の３第１項 租税特別措置法第３１条の

３第１項 

東日本大震災の被災者等

に係る国税関係法律の臨時

特例に関する法律第１１条

の６第１項の規定により適

用される租税特別措置法第

３１条の３第１項 

附則第１８条第１項 第３５条第１項 第３５条第１項（東日本大

震災の被災者等に係る国税

関係法律の臨時特例に関

する法律第１１条の６第１

項の規定により適用される

場合を含む。） 

同法第３２条第１項 租税特別措置法第３２条

第１項 

附則第２２条の２第２項中「前項の規定は、同項」を「前２項の規定は、これら」

に、「、前項」を「、これら」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に

次の１項を加える。 

２ その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅

失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった所得割の納税

義務者（以下この項において「被相続人」という。）の相続人（震災特例法第１

１条の６第２項に規定する相続人をいう。以下この項において同じ。）が、当該

滅失をした旧家屋（同条第２項に規定する旧家屋をいう。以下この項において同

じ。）の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合（当該譲渡の時までの

期間当該土地等を当該相続人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供していない

場合に限る。）における当該土地等（当該土地等のうちにその居住の用に供する

ことができなくなった時の直前において旧家屋に居住していた者以外の者が所有

していた部分があるときは、当該土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに

限る。以下この項において同じ。）の譲渡については、当該相続人は、当該旧家

屋を当該被相続人がその取得をした日として令附則第２７条の２第４項で定める

日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該旧家屋の敷地の用に

供されていた土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により

読み替えられた附則第１７条、附則第１７条の２、附則第１７条の３又は附則第

１８条の規定を適用する。 

附則第２３条第１項中「附則第４５条第３項」を「附則第４５条第４項」に、「「法

附則第５条の４の２第５項」を「「法附則第５条の４の２第６項（同条第９項の規
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定により読み替えて適用される場合を含む。）」に、「附則第５条の４の２第５項」

と、」を「附則第５条の４の２第６項」と、」に改め、同条第２項中「第１３条の

２第１項から第５項」を「第１３条の２第１項から第６項」に、「附則第４５条第

４項」を「附則第４５条第５項」に、「「法附則第５条の４の２第５項」を「「法

附則第５条の４の２第６項（同条第９項の規定により読み替えて適用される場合を

含む。）」に、「適用される法附則第５条の４の２第５項」を「適用される法附則

第５条の４の２第６項（法附則第４５条第６項の規定により読み替えて適用される

場合を含む。）」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年１月１日から施行する。ただし、附則第７条の３の２

及び第２３条の改正規定並びに附則第５項の規定は、平成２７年１月１日から施

行する。 

（延滞金に関する経過措置） 

２ 改正後のさぬき市税条例（以下「新条例」という。）附則第３条の２の規定は、

延滞金のうち平成２６年１月１日以後の期間に対応するものについて適用し、同

日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。 

（市民税に関する経過措置） 

３ 新条例附則第４条の２の規定は、平成２６年度以後の年度分の個人の市民税に

ついて適用し、平成２５年度までの個人の市民税については、なお従前の例によ

る。 

４ 新条例附則第２２条の２第２項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成

２５年１月１日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。 

５ 新条例附則第２３条の規定は、平成２７年度以後の年度分の個人の市民税につ

いて適用し、平成２６年度までの個人の市民税については、なお従前の例による。 
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議案第５６号 

 

 

工事請負契約の締結について（平成２５年度流田ポンプ場改築工事） 

 

 

 平成２５年度流田ポンプ場改築工事について、次のとおり請負契約を締結したい

ので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号及びさぬき市

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１４年さぬ

き市条例第４９号）第２条の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

                      平成２５年９月６日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 

 

 

記 

 

１ 契約の目的  平成２５年度流田ポンプ場改築工事 

２ 契約の方法  一般競争入札 

３ 契約の金額  一金１８７，８４５，０００円 

うち消費税及び地方消費税額８，９４５，０００円 

４ 契約の相手方 香川県高松市番町２丁目１６番３号 

         扶桑建設工業株式会社四国支社 

         四国支社長 薬 師 神 英 夫
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議案第５７号 

 

 

工事請負契約の締結について（平成２５～２６年度富田・松尾統合 

小学校改修工事（建築）） 

 

 

平成２５～２６年度富田・松尾統合小学校改修工事（建築）について、次のとお

り請負契約を締結したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第

１項第５号及びさぬき市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（平成１４年さぬき市条例第４９号）第２条の規定に基づき、議会の議決を

求める。 

 

 

平成２５年９月６日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 

 

 

記 

 

１ 契約の目的  平成２５～２６年度富田・松尾統合小学校改修工事（建築） 

２ 契約の方法  一般競争入札 

３ 契約の金額  一金６８５，６５０，０００円 

         うち消費税及び地方消費税額３２，６５０，０００円 

４ 契約の相手方 香川県高松市上林町４７３番地１ 

         谷口建設興業株式会社  

         代表取締役 谷 口 邦 彦 



21212121    

議案第５８号 

 

 

工事請負契約の締結について（平成２５～２６年度富田・松尾統合 

小学校改修工事（電気設備）） 

 

 

平成２５～２６年度富田・松尾統合小学校改修工事（電気設備）について、次の

とおり請負契約を締結したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６

条第１項第５号及びさぬき市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例（平成１４年さぬき市条例第４９号）第２条の規定に基づき、議会の議

決を求める。 

 

 

平成２５年９月６日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 

 

 

記 

 

１ 契約の目的  平成２５～２６年度富田・松尾統合小学校改修工事（電気設備） 

２ 契約の方法  一般競争入札 

３ 契約の金額  一金１９８，４５０，０００円 

うち消費税及び地方消費税額９，４５０，０００円 

４ 契約の相手方 香川県高松市西宝町１丁目８番２４号 

         株式会社四電工香川支店 

         取締役支店長 穴 吹 正 春 



22222222    

議案第５９号 

 

 

工事請負契約の変更について（平成２４年度中央・小田・鴨部統合 

小学校改修工事） 

 

 

平成２４年度中央・小田・鴨部統合小学校改修工事について、次のとおり変更請

負契約を締結したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項

第５号及びさぬき市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例（平成１４年さぬき市条例第４９号）第２条の規定に基づき、議会の議決を求め

る。 

 

 

平成２５年９月６日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 

 

 

記 

 

１ 契約の目的  平成２４年度中央・小田・鴨部統合小学校改修工事 

２ 契約の方法  随意契約 

３ 契約の金額  変更前 一金 ４７９，８５０，０００円 

うち消費税及び地方消費税額２２，８５０，０００円             

変更後 一金 ５３９，４５８，５００円 

うち消費税及び地方消費税額２５，６８８，５００円 

４ 契約の相手方 香川県高松市藤塚町１丁目１１番２２号 

         株式会社穴吹建設 

         代表取締役 眞 鍋  忠 晴 

 


